
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

「かろやかてごねっと」ってなに？ 

 

 

 

 

 

利用できる内容とは？ 

次のような内容のお手伝いもしています 

部屋の掃除・整理整頓、薬の受け取り、窓ふき、風呂掃除、衣類の整理、家具の移動、精米 

書類の提出、障子貼り、外出介助、話し相手、見守り     など 

どのような方が利用できる？ 

ちょっとしたお手伝いができる「かろやかさん（協力員）」が 

暮らしの中でちょっとした困りごとを「利用者さん」と 

「お互いさま」の気持ちで支え合い、助け合う活動です。 

住み慣れた地域で安心して暮らせるまちづくりをめざしています。 

・日常生活の中で「ちょっと困りごとのある方」 

・高齢者や病気の時など、「ちょっと手伝ってもらえれば、助かるのに・・・」という方 

・福祉サービスではできない内容の困りごとのある方 

・世羅町にお住まいの方 

ありがとう！ お互いさまよ！ 

ちょっとてごを 
してくれんかな

～ 

 

てごをするよ！ 

 

 

ここで豆知識！  かろやかてごねっとの 「てご」は、世羅弁で「手伝う」っていう意味だよ☻ 

足が痛くてゴミ出しが

難しい。ゴミ出しの 

「てご」をしてほしい 

 

蛍光灯が切れてしまった。 

高い所はちょっと・・・ 

蛍光灯の取り換えの 

「てご」をしてほしい 

病院の診察は、 

ひとりでは不安だな・・・ 

誰か病院の付き添いを 

してほしい 

体調が悪いので、 

買い物をして来てほしい 



 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３０分まで 

※この事業は、世羅町社会福祉協議会会費や共同募金配分金などを活用して行っています。 

「ふくぼう」Ⓒ世羅町社協 

利用料は     （協力員１名につき） 

30分まで・・・・・・２００円 

1時間まで・・・・・・500 円 

         

＋ ＝  

500円 

利用料 
利用者負担 

 

400 円 

・世羅町社協 

・共同募金会 

 

900 円 

＋ ＝  

200 円 

利用料 
利用者負担 

 

400 円 

・世羅町社協 

・共同募金会 

 

600 円 
協力員の 

活動費 

（１日の利用は概ね２時間まで） 

1時間まで 

1. まずは、社会福祉協議会へご相談ください。 

 

 

3. 困りごとの内容から「かろやかさん」と調整して 

必要な活動を行います。 

 

このようなときは、ご遠慮いただいています 

●事業の目的（趣旨）にあわないとき 

●他のサービスや制度が好ましいとき 

●「かろやかさん」の日程調整ができないとき 

●利用者の留守中の活動 

利用が難しい場合は、解決

に向けて相談に応じます。 

まずは、ご相談ください。 

 

利用のしかた 

料金について 

協力員の 

活動費 

 

社協 

利用者 かろやかさん

（協力員） 

③活動提供 

① 利用申込 

②  
②活動依頼 

④利用料支払 
⑤活動費支払 

利用が難しい場合も、解決に

向けて相談に応じます。 

まずは、ご相談ください。 

2. 必要に応じて職員が訪問し、現況を確認します。

お相談ください。 
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活動費は 

30分まで・・・600 円 

1時間まで・・・900 円 

 

  利用は１回２時間までとなっていますが、２時間を超えた場合どうなりますか？ 

 

         

    かろやかさんの車で病院や買い物に連れて行ってもらえますか？ 

 

   

 

   同居の家族がいても利用できますか？ 

+ 

   

 

※活動中の事故に備え、かろやかさんは

福祉サービス総合補償に加入しています。 

 

困っている方の 

お手伝いしてもらえませんか？ 
●あなたのできることを役立てることができます。 

●空いた時間を活用して力になれます。 

●1件につき、概ね２時間程度の活動です。 

●年齢・資格は問いません。 

 

「かろやかさん」として活動するには・・・ 

まずは登録を！ 

世羅町社会福祉協議会へご連絡ください。 

 

(か ろ や か さ ん 協 力 )員 

 
＆ Q 

 

A 

 
 

てごねっと利用の 

 

A２ 

A３ 

Q３ 

通院介助など２時間では終わらない場合がありますが、最後まで対応します。また、あと少し

で「きり」がよい場合があります。その場合、その都度、相談し可能な範囲で活動調整します。 

  

 

かろやかさんが運転する車での送迎は行っていません。タクシーや公共交通機関を利用し

同乗しての付き添いは可能です。（この場合、タクシーの利用料は利用者負担となります） 

 

ご家族と同居の場合は遠慮させていただいていますが、内容により、ご家族と相談のうえ

ご利用いただける場合もあります。まずは、ご相談ください。 

 

 

Q２ 

Q１ 

！ 大 集 募 

A１ 

 社会福祉法人 世羅町社会福祉協議会 
【本所】〒722-1121 広島県世羅郡世羅町西上原 426-3 ☎（0847）22-3162 

【支所】〒722-1701 広島県世羅郡世羅町小国 3393    ☎（0847）37-1335 

お問い合わせ・お申し込み先 
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かろやか 

社会福祉法人世羅町社会福祉協議会 
「ふくぼう」Ⓒ世羅町社協 

 

 

お互いさまよ 

ありがとう！ 

ちょっとした助け合いで 

みんなが暮らしやすいまちに 


